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「
上
下
水
道
課
」

問　

水
価
安
定
補
助
金
の
今
後
の
見

通
し
に
つ
い
て
。

答　

水
価
安
定
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
平
成
14
年
度
か
ら
平
成
23
年
度

ま
で
の
10
年
間
の
補
助
期
間
終
了

後
、
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
28
年
度

の
５
年
間
の
時
限
措
置
と
し
て
暫
定

的
に
引
き
続
き
補
助
を
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
が
、
本
町
の
水
道
事
業
の

経
営
状
況
は
依
然
厳
し
く
、
平
成
29

年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の

県
の
支
援
お
願
い
し
て
い
る
。

問　

簡
易
水
道
事
業
等
の
経
営
状
況

は
非
常
に
厳
し
く
、
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金
に
よ
り
収
支
０
円
決
算
を

行
っ
て
い
る
が
、
公
営
企
業
会
計
に

移
行
し
た
場
合
に
は
、
一
般
会
計
か

ら
の
繰
入
金
に
よ
る
赤
字
補
て
ん
が

で
き
な
く
な
る
と
思
う
が
、
今
後
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

答　

平
成
29
年
度
か
ら
町
内
３
離
島

を
除
く
簡
易
水
道
事
業
等
の
統
合
に

よ
り
公
営
企
業
会
計
に
移
行
す
る
予

定
と
な
っ
い
る
が
、
公
営
企
業
会
計

に
な
る
と
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

に
よ
る
単
純
赤
字
補
て
ん
が
難
し
く

な
る
が
、
町
水
道
利
用
者
が
町
民
の

９
割
に
及
ん
で
い
る
状
況
か
ら
、
一

般
会
計
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
な
が

ら
、
財
政
部
局
と
も
補
助
金
と
し
て

の
定
義
づ
け
等
検
討
・
協
議
し
、
実

質
赤
字
と
な
ら
な
い
よ
う
に
現
金
ベ

ー
ス
で
の
収
支
０
円
決
算
に
な
る
よ

う
に
、
引
き
続
き
補
助
を
お
願
い
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

問　

下
水
道
普
及
率
は
37.8
％
、
あ
る

程
度
下
水
が
普
及
し
た
時
点
で
、
合

併
浄
化
槽
に
つ
い
て
町
で
考
え
る
と

聞
い
て
い
る
が
、
今
回
の
計
画
で
普

及
率
が
か
な
り
上
が
る
こ
と
を
見
越

し
た
う
え
で
、
合
併
浄
化
槽
を
町
が

買
い
上
げ
て
管
理
す
る
考
え
は
な
い

の
か
。

答　

合
併
浄
化
槽
を
町
が
買
い
上
げ

て
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
予
算
的

に
も
難
し
い
と
思
わ
れ
、
現
在
の
と

こ
ろ
考
え
て
い
な
い
。

　

な
お
、
下
水
道
集
合
処
理
に
係
る

受
益
者
分
担
金
と
合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
に
係
る
個
人
負
担
の
格
差
是

正
に
つ
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
層

設
置
補
助
金
の
町
負
担
嵩
上
げ
に
よ

る
上
乗
せ
補
助
に
つ
い
て
、
現
在
検

討
中
で
あ
る
。

「
農

　
林

　
課
」

問　

農
業
委
員
の
定
数
が
14
人
の
う

ち
、
過
半
数
の
８
人
は
認
定
農
業
者

か
ら
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
残
り
の
６
人
は
ど
う
な
る
の

か
。

答　

農
業
と
は
関
係
の
な
い
、
利

害
関
係
の
な
い
人
や
、
女
性
や
青

年
の
登
用
も
積
極
的
に
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

農
業
委
員
は
議
会
の
同
意
を
得

て
、
町
長
が
任
命
す
る
こ
と
と
な

り
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

は
、
農
業
委
員
会
が
委
嘱
す
る
こ

と
に
な
る
。

問　

各
補
助
事
業
に
よ
る
支
援
も

あ
る
が
、
新
規
就
農
者
を
含
め
て

実
際
に
農
業
を
主
と
し
て
生
計
を

立
て
て
い
る
世
帯
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
か
。

　

ま
た
、
将
来
的
に
は
ど
の
く
ら

い
を
目
標
に
と
ら
え
て
い
る
か
。

答　

戸
数
と
い
う
よ
り
、
柑
橘
に

例
え
る
と
平
成
27
年
度
に
策
定
し

た
「
大
島
か
ん
き
つ
産
地
継
承
夢

プ
ラ
ン
」
に
沿
っ
た
新
た
な
産
地

再
生
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
新
規
就

農
者
の
育
成
体
制
強
化
と
、
営
農
体

制
整
備
を
進
め
る
こ
と
で
産
地
を
維

持
す
る
た
め
、
柑
橘
の
生
産
量
が

５
千
ト
ン
を
下
回
ら
な
い
こ
と
を
目

標
に
し
て
い
る
。
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